
特定関係にある資格者同士の同一入札への参加制限基準 

 

第１ 趣旨 
大淀町（上下水道部、教育委員会を含む。）において執行する建設工事請

負、業務委託、役務提供及び物品調達（以下「工事等」という。）の入札につ

いては、入札の公平性の確保等のため、特定関係にある資格者同士の同一入札

への参加は認めないこととする。 
 
第２ 実施事項 

大淀町において執行する工事等の入札において、第３に規定する特定関係の

基準のいずれかに該当する者の行った入札は無効とする。ただし、入札執行の

完了に至るまでに第３の規定に該当することが判明し、該当する者のうち１者

を除くすべてが入札を辞退した場合は、残る１者の入札は、無効としないこと

ができる。 
 
第３ 特定関係の基準 
（１）人的関係 
次のいずれかに該当する場合。 

  ア 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の代表権を有し現に兼

ねている場合。 
  イ 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第 67 条

第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人

を兼ねている場合。 
   ※ア及びイでいう「会社」には「個人事業所」を含み、また「代表権を

有する者」には「個人事業主」を含むものとする。 
（２）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 
 上記（１）と同視しうる特定関係があると認められる場合。 
 
第４ 特定関係の確認 
（１）誓約書及び申告書の提出 

特定関係の確認については、大淀町競争入札参加資格審査申請において同

審査申請要領で定める誓約書の提出によるものとする。特定関係を明らかに

する必要がある場合は併せて特定関係に関する申告書（以下、「申告書」とい

う。）の提出をしなければならない。 
（２）申告書の変更届 
  誓約書及び申告書の内容に変更があった場合、速やかに変更届を提出しな

ければならない。 
 
附 則 
 この基準は、平成２８年２月１日から施行する。 
附 則 
 この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 



                                

（ 新規 ・ 変更 ） 

 

特定関係に関する申告書 
 

  年  月  日 
大淀町長 岡 下 守 正 様 
                           所  在  地 
                    申 告 者  商号または名称 
                   （入札参加者） 代 表 者 氏 名              
 
 
 大淀町競争入札の参加資格等に関する要綱（以下「要綱」という。）第２条２項に掲げる特定関係にある者に

ついて、特定関係にある資格者同士の同一入札への参加制限基準に基づき、次のとおり申告します。 

 

 

記 
 
 

１ 要綱第２条２項に掲げる特定関係（人的関係）にある他の入札参加資格者 

  代表権を有する者を兼任している他の入札参加資格者は、次のとおりです。 

兼任先、兼任先での役職及び代表者氏名 

商号または名称 
所在都道府県及び

市町村名 
役職 代表者氏名 

    

    

    

 

２ 当社及び１に申告する兼任先のうち、大淀町において執行する入札への参加は（            

        ）が優先することを希望します。また、資格業種等により優先を希望する場合のそ

れぞれの区分は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

・ 記入の対象となるのは、大淀町競争入札参加資格者名簿に登載されている者に限ります。 

・ 記載事項の真偽を確認するため、関係資料の提出等を求めることがあります。 

・ 記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加して用いること。なお、別紙となる場合は、左上をステープ

ラーで綴じこみ、別紙にも記名および押印すること。 

・ 本申告書の内容に変更があった場合、速やかに変更届を提出してください。 

・ この申告書に記載された事項が事実と相違することが明らかとなった場合には、大淀町入札参加資格停止

措置要領の規定に基づく指名停止等の措置を行うことがあります。 



（別紙）                記入上の注意事項 
 

Ⅰ １で規定する「人的関係」のある者とは、次のような場合をいいます。 

 

               代表権を有する者※が兼任 
 
 
 
  ※「代表権を有する者」とは、次に掲げる者をいいます。 

ア 会社の代表権を有する取締役（代表取締役） 
イ 会社更生法第６７条第１項または民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人 
ウ 委員会設置会社における代表執行役 
エ 個人事業者である場合は、その個人事業主 

Ａ社 Ｂ社 


